
関係機関　各位

  風しん対策事業の請求方法に関するお知らせ

　令和元年６月から開始した標記事務につきまして、請求方法の誤りが多数見受けられます。

　つきましては、よくある請求誤りを以下のとおり取りまとめましたので、ご請求の際にご留意

いただきますようよろしくお願いいたします。

①施設区分の記載もれ

　「風しん対策　請求総括書」の「施設等区分」を記載してください。（必須）

　　医療機関の場合は「１」、健診機関の場合は「２」を記載してください。

　　※厚生労働省が作成した「請求書・総括書」(Excel)での入力方法　【本会ホームページからダウンロード可能】

②請求書・総括書の集計誤り（消費税の端数）

　【誤】集計後に消費税率を掛けて端数調整

　　　（例）4,930円 × 7件 × 1.08 ＝ 37,270円80銭 　 (端数切捨)  →  37,270円 (誤)

　【正】１件毎に消費税率を掛けて端数調整

　　　（例）4,930円 × 1.08 ＝ 5,324円40銭 　(端数切捨)　→　 5,324円

5,324円 × 7件 ＝ 37,268円 (正)

※上記「請求書・総括書」(Excel)に計算式が入っていますのでご活用ください。

(裏面につづく)



③医療機関・健診機関番号の記載誤り

　【誤】７桁 （例）　　　５３００１２０

　【正】10桁 （例）２８１５３００１２０

　　診療報酬の請求とは異なり、風しん対策の請求は「県番号(２８)」・「表別(医科＝１)」を

　加えた１０桁を記入いただく必要があります。

　　※図は抗体検査受診票　(予防接種予診票、請求総括書、市区町村別請求書においても同じ)

④日付の記載誤り

　【誤】和暦 (例) 【請求年月】 令和元年7月分 【検査年月日】 令和元年6月14日

　【正】西暦 (例) 【請求年月】 2019年7月分 【検査年月日】 2019年6月14日

⑤市区町村番号・市区町村名の記載もれ

　　市区町村別請求書の「市区町村番号」、「市区町村名」にはクーポン券に記載の「市区町村

　番号」及び「市区町村名」を記載してください。（国保の保険者番号ではありません。）

クーポン券の市区町村番号を記載

⑥クーポン券の貼付位置

　　クーポン券は、クーポン券貼付位置の左上隅　　　が隠れるように貼付してください。

　以上、よろしくお願いいたします。

2815300120

「を隠すように貼付

兵庫県国民健康保険団体連合会

事業課健診システム係

【電話】078-332-9502(直通)


